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論文の内容および審査の要旨

【研究 目的】運動ス トレスが口臭に与える影響 を

解明することを目的として,口 腔内気体中の揮発

性硫黄化合物(volatile　sulfur　compounds,以 下

VSC)濃 度 と血中 コルチゾールおよびカテコール

ア ミン濃度 を検索 した。

【研究方法】実験は健常人ボランティアを対象と

し,踏 み台昇降運動前後の口腔内気体中VSC(硫

化水素,メ チルメルカプタン,ジ メチルサル ファ

イド)濃 度の測定 と,血 中コルチゾールおよびカ

テコールア ミン(ア ドレナリン,ノ ルア ドレナ リ

ン,ド ーパ ミン)の測定 を行った。

【研究結果】硫化水素は有意に濃度の上昇を認め,

コルチゾールおよびア ドレナリン,ノ ルア ドレナ

リン,ド ーパ ミンにも有意な濃度上昇 を認めた。

VSCと コルチゾールおよび カテコールア ミンと

の間で相関関係を検索 したところ,硫 化水素 とア

ドレナ リン,硫 化水素 と ドーパ ミンの間に有意な

正の相関が認め られた。

【考 察】実験 で計測 し得た口腔内気体中のVSC

は,硫 化水素が多くメチルメルカプタンとジメチ

ルサルファイ ドはほとんど検出されず,生 理的口

臭 を認める患者と同 じ状態であったと言 える。 ま

た,運 動後に硫化水素は有意に上昇 しており,生

理的口臭は運動により上昇することが示唆された。

さらに硫化水素とア ドレナ リンおよび ドーパ ミン

との間には正の相関関係があったことから,被 験

者から測定できた生理的口臭は運動ス トレス後に

上昇 したア ドレナ リンおよび ドーパ ミンの影響を

受けて増加 したと推察 される。

【結 論】口腔内気体 中のVSC濃 度 は運動後で

硫化水素が有意に上昇 した。血中のコルチゾール

とア ドレナ リン,ノ ルア ドレナリン,ド ーパ ミン

は運動後に有意な上昇を認めた。硫化水素 とア ド

レナ リンとの問および硫化水素と ドーパ ミンとの

間には有意な正の相関を認め,硫 化水素発生にア

ドレナ リンとドーパ ミンが関与 していることが示

唆 された。

本論文の審査は,平 成27年12月24日 午 後2時

か ら行われた。審査委員は,平 成27年12月17日

に配布 された本論文の,学 位論文 としての学術的

な価値 について詳 しく検討 し審査 を行った。審査

では,申 請者から論文内容 についての説明があっ

た後,審 査委員か ら論文の内容及び関連事項につ

いて基礎的および臨床的立場から質疑がなされた。

主な質疑内容は,次 の通 りであった。

①緒言においては揮発性硫黄化合物発生増加の

要因解明を研究目的 としているが,口 腔内の湿潤

度や唾液量についての検討を行 う必要性が無いと

した理由について②材料および方法においては運

動負荷として踏み台昇降運動を選択 した理由につ

いて③運動負荷強度の被験者間での再現性につい

て④考察において,結 果から硫化水素とア ドレナ

リン,硫 化水素と ドーパ ミンの間に有意な正の相

関が認められたとしているが,そ れを導 く,ま た

は支持する科学的根拠について

これら質問に対 して申請者からは,次 の回答が

得 られた。

①口腔の湿潤に関与す る唾液分泌量と口臭に相

関がないことを示す報告を根拠 としたこと②踏み

台昇降運動は運動負荷を同条件に設定できる利点

を持ち,か つ一般的に研究応用 されていること③

踏み台昇降運動での被験者間での再現性にばらつ

きは認められなかったこと④VSC産 生細菌 に対

す るホルモ ンの影響 をin　vitroについ て調 べた

Calilらの論文を引用 し,科 学的根拠 としたこと

以上のように,論 文に記載 された内容と整合性

のある的確な回答を得ることができた。なお,本

文および図説に一部追加があったため,後 日,適

切に加筆修正 されたことを各委員が再度確認 した。

本論文は,運 動 ストレスが口臭に与える影響 に

関する新たな知見を示 したものであり,今 後のスト

レスによる口臭の発生機序の解明と臨床における

口臭症の診断 ・治療に寄与するものと判断できる。

よって,審 査委員会は提出 された論文が学位論文

としての学術的価値 を持つ ものであり,申 請者 に

博士(歯 学)の 学位を授与するに値す るものと判定

した。


